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群
馬
県
知
事
選
挙

　
よ
り
良
い
ま
ち
づ
く
り
の
た
め
、

必
ず
投
票
し
ま
し
ょ
う
。

　

問
い
合
わ
せ
は
、
選
挙
管

理
委
員
会
選
挙
係
（
☎
内
線

５
３
８
・
５
３
９
）
へ
。

投
票
で
き
る
人

　
桐
生
市
の
選
挙
人
名
簿
に
登
録

さ
れ
て
い
る
人
で
、
下
表
１
の
と

お
り
で
す
。

投
票
の
流
れ

▼
投
票
所
入
場
券
は
郵
送
で

　
投
票
所
の
入
場
券
は
、
１
通
に

４
人
分
ま
で
を
記
載
し
た
「
シ
ー

ル
式
は
が
き
」
で
郵
送
し
ま
す
。

投
票
の
際
に
は
１
人
分
ず
つ
切
り

離
し
て
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

　
入
場
券
に
は
氏
名
や
投
票
所
名

な
ど
が
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、

確
認
の
う
え
お
出
掛
け
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
入
場
券
が
届
か
な
い
、

ま
た
は
紛
失
し
た
場
合
は
、
投
票

所
で
係
員
に
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。

▼
投
票
は
午
前
７
時
か
ら

　

午
後
７
時
ま
で

　
投
票
時
間
は
、
い
ず
れ
の
選
挙

７
月
21
日（
日
）

群馬県知事選挙 第 25回参議院議員通常選挙

年齢要件 平成13年７月22日までに生まれた人（満18歳以上の人）

住所要件 平成31年４月３日以前から桐生市に住んでいる人（桐生市
の選挙人名簿登録基準日の3か月前）

市外へ転出
した場合

群馬県内への転出…「引き
続き県内に住所を有する旨
の証明書」の提示か、「引
き続き県内に住所を有する
ことの確認」を受ければ投
票できます。 
群馬県外への転出…投票で
きません。

桐生市から市外・県外に転
出した場合でも、転出先の
市町村の選挙人名簿に登録
されていなければ、市内の
投票所で投票できます。

市内で転居
した場合

６月20日までの転居…転居先の住所地の投票所で投票 
６月21日以降の転居…転居前の住所地の投票所で投票

※転入日、転居日はいずれも市に届出をした日のことです。

期日前投票所 投票できる期間 投票時間

桐生市役所
新里支所　

７月５日（金）
 ～20日（土）

午前8時30分
～午後8時

黒保根支所 ７月13日（土）
  ～20日（土）

※住所にかかわらず、いずれかの期日前投票所
　で投票可能
※黒保根支所は、７月13日（土）からとなりま
　す。

も
、
午
前
７
時
か
ら
午
後
７
時
ま

で
で
す
。
た
だ
し
、
馬
立
集
会
所

は
午
後
６
時
ま
で
で
す
。

▼
代
理
・
点
字
投
票

　
病
気
や
け
が
な
ど
で
、
文
字
が

書
け
な
い
人
の
た
め
に
「
代
理
投

票
」
の
制
度
が
、
目
の
不
自
由
な

人
の
た
め
に
「
点
字
投
票
」
の
制

度
が
あ
り
ま
す
。

　
投
票
の
秘
密
は
固
く
守
ら
れ
ま

す
の
で
、
必
要
な
場
合
は
投
票
所

で
係
員
に
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。

投
票
日
に
投
票
所
に

行
け
な
い
と
き

▼
期
日
前
投
票

　
仕
事
や
旅
行
な
ど
で
投
票
日
当

日
に
都
合
が
悪
い
人
は
、
期
日
前

投
票
が
で
き
ま
す
。
投
票
で
き
る

場
所
、
期
間
、
時
間
は
下
表
２
の

と
お
り
で
す
。

　
住
所
に
か
か
わ
ら
ず
、
い
ず
れ

か
の
期
日
前
投
票
所
で
投
票
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

ま
た
、
期
日
前
投
票
所
で
は

「
宣
誓
書
」
の
記
入
が
必
要
で
す
。

宣
誓
書
の
用
紙
は
投
票
所
に
用
意

し
て
あ
り
ま
す
が
、
各
公
民
館
と

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も
あ
り
ま
す

の
で
、
あ
ら
か
じ
め
自
宅
な
ど
で

記
入
し
て
持
参
す
る
こ
と
も
で
き

ま
す
。

▼
滞
在
地
な
ど
で
の
投
票

　
投
票
日
に
仕
事
な
ど
で
他
市
町

村
に
滞
在
中
の
人
は
、
所
定
の
手

続
き
を
行
う
と
滞
在
先
の
選
挙
管

理
委
員
会
で
投
票
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

　
ま
た
、
都
道
府
県
が
指
定
す
る

病
院
や
老
人
ホ
ー
ム
な
ど
に
入

院
・
入
所
し
て
い
る
人
は
、
そ
の

場
所
で
投
票
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

▼
郵
便
に
よ
る
投
票

　
身
体
に
重
度
の
障
害
が
あ
る
人

は
、
自
宅
か
ら
郵
便
で
投
票
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
こ
の
場
合
は
、
事
前
に
選
挙
管

理
委
員
会
か
ら
「
郵
便
等
投
票
証

明
書
」
（
７
年
間
有
効
）
の
交
付

を
受
け
、
こ
の
証
明
書
に
所
定
の

請
求
書
を
添
付
し
、
投
票
日
の
４

日
前
ま
で
に
投
票
用
紙
を
請
求
し

て
い
た
だ
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

表１：投票できる人

表２：期日前投票

第
25
回
参
議
院
議
員
通
常
選
挙
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桐生市役所　　☎0277‐46‐1111

　

65
歳
以
上
で
特
別
徴
収
の
人

（
介
護
保
険
料
が
年
金
か
ら
差
し

引
き
さ
れ
る
人
）
に
は
、
７
月
末

に
「
介
護
保
険
料
決
定
通
知
書
」

を
郵
送
し
ま
す
。

　
ま
た
、
普
通
徴
収
の
人
（
介
護

保
険
料
が
年
金
か
ら
差
し
引
き
さ

れ
な
い
人
）
に
は
、
７
月
中
旬
に

「
介
護
保
険
料
納
付
通
知
書
」
を

郵
送
し
ま
す
。

　

問
い
合
わ
せ
は
、
長
寿
支
援

課
介
護
管
理
給
付
係
（
☎
内
線

所得
段階

年間保険料額
（カッコ内は　　
　昨年度保険料）

対象者

１
　２万9,700円

（３万5,600円）

①生活保護を受けている人　　　
②世帯全員が市民税非課税で、老 
齢福祉年金を受けている人　　　
③世帯全体が市民税非課税で、前
年の合計所得金額と課税年金収入
額の合計額が80万円以下の人  　

２
　４万7,500円

（５万5,400円）

世帯全体が市民税非課税で、前年
の合計所得金額と課税年金収入額
の合計額が120万円以下の人　　

３
　５万7,400円

（５万9,400円）
世帯全員が市民税非課税で、上記
以外の人　　　　　　　　　　　

介
護
保
険
料
通
知
書
を
郵
送
し
ま
す

３
９
０
～
３
９
３
）
へ
。

普
通
徴
収
の
納
付

　
普
通
徴
収
の
納
期
は
、
７
月
か

ら
翌
年
２
月
ま
で
の
８
回
で
す
。

納
期
限
ま
で
に
忘
れ
ず
に
納
め
て

く
だ
さ
い
。

納
付
場
所
＝
市
役
所
１
階
の
長
寿

支
援
課
、
新
里
・
黒
保
根
支
所
、

境
野
・
広
沢
・
梅
田
・
相
生
・
川

内
・
菱
公
民
館
、
指
定
金
融
機
関

※
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
は

納
付
で
き
ま
せ
ん
。

介
護
保
険
料
の
滞
納
に

ご
注
意
く
だ
さ
い

　
特
別
な
事
情
が
な
く
保
険
料
の

滞
納
が
続
く
と
、
利
用
者
負
担
割

合
が
引
き
上
げ
ら
れ
る
な
ど
の
措

置
が
と
ら
れ
ま
す
の
で
ご
注
意
く

だ
さ
い
。

　
保
険
料
の
納
付
が
困
難
な
と
き

は
、
早
め
に
長
寿
支
援
課
介
護
管

理
給
付
係
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　10月からの消費税率引き上げに伴い、令和元年度
の介護保険料が軽減されます。
対象＝65歳以上で第１～３段階の所得段階に該当す
る人
　問い合わせは、長寿支援課介護管理給付係（☎内線
390～393）へ。

65歳以上の低所得者
介護保険料が軽減されます

　
国
民
年
金
に
は
、
所
得
が
少
な

く
保
険
料
の
納
付
が
困
難
な
場
合

に
、
保
険
料
が
免
除
さ
れ
る
制
度

や
、
納
付
が
猶
予
さ
れ
る
制
度
が

あ
り
ま
す
。
な
お
、
猶
予
に
つ
い

て
は
、
学
生
を
除
く
50
歳
未
満
の

人
が
対
象
で
す
。

　
申
請
の
審
査
は
前
年
所
得
を
基

準
と
す
る
の
で
、
所
得
の
申
告
は

毎
年
必
ず
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
免
除
と
納
付
猶
予
の
申

請
は
、
原
則
と
し
て
毎
年
必
要
で

す
。 国

民
年
金
保
険
料

免
除
・
猶
予
の
制
度
が
あ
り
ま
す

　
た
だ
し
、
前
年
度
に
全
額
免
除

ま
た
は
納
付
猶
予
が
承
認
さ
れ
、

継
続
し
て
申
請
を
希
望
す
る
人
は

申
請
不
要
で
す
。

手
続
き
＝
市
役
所
１
階
の
市
民
課
、

新
里
・
黒
保
根
支
所
市
民
生
活
課

で
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

手
続
き
に
必
要
な
も
の
＝
印
、
本

人
確
認
書
類

　

問
い
合
わ
せ
は
、
市
民
課
年

金
係
（
☎
内
線
２
７
３
）
ま

た
は
桐
生
年
金
事
務
所
（
☎

44
２
３
１
１
）
へ
。

令
和
元
年
度

Ｑ
１　

介
護
保
険
料
と
は
？

　
介
護
保
険
と
は
「
老
後
の

安
心
を
み
ん
な
で
支
え
る
」

と
い
う
仕
組
み
で
す
。
高
齢

化
に
伴
い
増
加
す
る
介
護
負

担
を
軽
減
す
べ
く
、
40
歳
以

上
の
全
て
の
人
が
介
護
保
険

料
を
納
め
ま
す
。

Ｑ
２　

ど
う
や
っ
て
介
護
保

険
料
を
納
め
る
の
？

　
40
歳
か
ら
64
歳
ま
で
は
医

療
保
険
の
一
部
と
し
て
、
65

介
護
保
険
料
Ｑ
＆
Ａ歳

か
ら
は
年
金
か
ら
の
差
し

引
き
、
ま
た
は
納
付
書
で
の

納
付
と
な
り
ま
す
。

Ｑ
３　

介
護
保
険
料
は
何
に

使
わ
れ
て
い
る
の
？　

　
納
め
ら
れ
た
保
険
料
は
、

介
護
サ
ー
ビ
ス
費
用
に
使
わ

れ
ま
す
。

　
介
護
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
の

多
い
本
市
で
は
、
サ
ー
ビ
ス

内
容
も
多
岐
に
渡
り
充
実
し

て
い
ま
す
。

令和元年度介護保険料一覧（抜粋）

※65歳以上の人の介護保険料は、本人の収入や所得、世帯
　の市民税課税状況を考慮して14の所得段階を設定してい
　ます。
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